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（２）療育体制の整備

ア 福祉施設における療育機能の強化
障害のある児童に対しては、できるだけ早
期に必要な治療と指導訓練を行うことによっ
て、障害の軽減や基本的な生活能力の向上を
図り、将来の社会参加へとつなげていく必要
がある。このため、健康診査等により障害の
早期発見を図るとともに、適切な療育を実施
する体制の整備を図っているところである。
また、「障がい者制度改革推進本部等にお
ける検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直
すまでの間において障害者等の地域生活を支
援するための関係法律の整備に関する法律」
（平成２２年法律第７１号）の公布に伴う児童福
祉法の一部改正等により、障害児支援につい
ては、身近な地域で支援を受けられるように
する等のため、平成２４年４月から知的障害児
施設等の障害種別に分かれていた施設体系に
ついて、通所による支援を「障害児通所支援」
に、入所による支援を「障害児入所支援」に
それぞれ一元化し、障害児支援の強化を図っ
ている。
さらに、学齢期における支援の充実を図る
ために「放課後等デイサービス」を、保育所
等に通う障害児に対して、集団生活への適応
を支援するために「保育所等訪問支援」を創
設した。
また、在宅で生活する重症心身障害児（者）
に対し、適切なリハビリテーションや療育を
提供し、日中の活動の場を確保するため、
「重症心身障害児（者）通園事業」を実施し
てきたが、児童福祉法の一部改正により、従
来、予算事業で実施していた重症心身障害児
（者）通園事業については、平成２４年度から
法定化され、安定的な財源措置が講じられる
こととなった。

イ 地域における療育体制の整備
地域で生活する障害のある児童の療育とし
て、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
所において指導訓練等が行われている。
なお、児童福祉法等の一部改正により、平
成２４年４月から、各障害種別に分かれていた
施設体系について一元化された。このほか、
児童相談所等における相談支援等の施策によ
り、障害のある児童とその家族への支援を
行っている。これら在宅施策と施設施策を総
合的に推進し、障害のある児童が、できるだ
け身近な場所で適切な療育を受けられる体制
の整備を図っている。
なお、障害のある児童に対する居宅介護や
短期入所などの在宅施策については、平成１８
年４月より、「障害者自立支援法」（平成２５年
４月から「障害者総合支援法」）の障害福祉
サービスに位置づけられ、財政的な基盤強化
が図られている。

３．指導体制の整備と研究の推進

（１）学級編制及び教職員定数

公立の特別支援学校及び小・中学校の特別
支援学級においては、障害の状態や能力・適
性等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に
応じた指導や配慮が特に必要であるため、
「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員
定数の標準に関する法律」（以下「義務標準
法」という。）に基づき、学級編制や教職員
定数について特別の配慮がなされている。

①学級編制
１学級の児童生徒数の標準については、数
次の改善を経て、現在、公立特別支援学校で
は、小・中学部６人、高等部８人（いわゆる
重複障害学級にあってはいずれも３人）、公
立小・中学校の特別支援学級では８人となっ
ている。
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②教職員定数
教職員定数については、公立の特別支援学
校における児童生徒数が増加していることや
障害が重度・重複化していることにかんが
み、大規模校における教頭あるいは養護教諭
等の複数配置や、教育相談担当・生徒指導担
当・進路指導担当及び自立活動担当教員の配
置が可能な定数措置を講じている。
平成２３年４月の義務標準法の一部改正で
は、通常の学級に在籍する障害のある児童生
徒を対象とした通級による指導の充実など特
別支援教育に関する加配事由が拡大された。
このような経緯も踏まえ、公立小・中学校

における通級による指導のための教員配置
や、特別支援教育コーディネーターの配置な
ど特別支援教育に対応するための加配定数の
措置を講じており、２５年度政府予算において
は、６００人の定数改善を含む５，９４１人を盛り込
んでいる。

（２）教職員の専門性の確保

特別支援教育を担当する教員の養成は、大
学における教員養成の原則に則り、現在、主
として大学の特別支援教育関係の課程等にお
いて行われている。また、幼稚園、小学校・
中学校及び高等学校の教員養成においても、

支援 支援の内容

障
害
児
通
所
支
援

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援を行
うもの

医療型児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付
与、集団生活への適応訓練、その他の必要な支援及び
治療を行うもの

放課後等デイサービス
授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上の
ために必要な訓練、社会との交流の促進その他の必要
な支援を行うもの

保育所等訪問支援
保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生
活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援
を行うもの

障
害
児
入
所
支
援

福祉型障害児入所施設
施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常
生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行
うもの

医療型障害児入所施設
施設に入所する障害のある児童に対して、保護、日常
生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治
療を行うもの

■図表２―１２ 障害児通所支援・障害児入所支援の体系（平成24年４月現在）
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教職に関する科目において、「障害のある幼
児、児童及生徒の心身の発達及び学習の過
程」について取り扱うこととしているほか、
特別支援教育について学ぶ科目を開設してい
る大学もある。
また、研修を通じた資質向上を図るため、
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に
おいては、特別支援教育関係の教職員等に対
する研修を行っているほか、独立行政法人教
員研修センターにおいても、各地域で中核と
なって活躍する管理職を育成する学校経営研
修において特別支援教育に関する内容を盛り
込んでいる。さらに、都道府県等教育委員会
においては、小学校等の教諭等の初任者研修
や１０年経験者研修においても、特別支援教育
に関する内容を盛り込んでいる。このほか平
成１４年度から放送大学において、現職教員を
主な対象とした特別支援学校教諭免許状取得
のための科目が開講されている。
また、教員免許更新制における免許状更新
講習においても、必修領域の項目の一つであ
る「子どもの変化についての理解」の中で特
別支援教育に関するものを含めて扱うことが
規定されている。

（３）免許制度の改善

平成１９年度より、従来、盲学校・聾学校・
養護学校ごとに分けられていた教諭の免許状
が、特別支援学校の教諭の免許状に一本化さ
れている。同時に、特別支援学校教諭免許状
の取得のためには、様々な障害についての基
礎的な知識・理解と同時に、特定の障害につ
いての専門性を確保することとなっている。
また、大学などにおける特別支援教育に関す
る科目の修得状況などに応じ、教授可能な障
害の種別（例えば「視覚障害者に関する教育」
の領域など）を定めて授与することとしてい
る。
但し、特別支援学校教諭免許状について

は、教育職員免許法上、当分の間、この免許
状を保有せずに幼・小・中・高等学校の免許
状のみで特別支援学校の教員となることが可
能とされているため、専門性確保の観点から
保有率を向上させることが必要である。
特別支援学校の教員の特別支援学校教諭等
免許状の保有率は、全体で７１．１％（平成２４年
５月１日現在）であり、全体として前年度と
比べ０．８ポイント増加しているが、依然とし
て低い状況にある。このような状況に対し、
各都道府県教育委員会等において教員の採
用、配置、現職教員の特別支援学校教諭免許
状取得等の措置を総合的に講じていくことに
より対処することが必要であり、後期５か年
計画においても、特別支援学校教諭免許状の
保有率向上をすべての都道府県において中期
計画等に位置付けることを目標として盛り込
んでいる。

（４）特別支援教育の関係機関等

ア 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
は、我が国における特別支援教育のナショナ
ルセンターとして、自閉症を併せ持つ知的障
害のある子どもの教育を行っている筑波大学
附属久里浜特別支援学校との連携を図りなが
ら、実際的な研究を総合的に行うとともに、
各都道府県等において指導的立場に立つ教職
員等を対象に、「特別支援教育専門研修」や
「特別支援教育コーディネーター指導者研究
協議会」、「発達障害教育指導者研究協議会」
等の研修事業を実施している。さらに、同研
究所の「発達障害教育情報センター」におい
て、教育関係者等に対し、インターネットを
通じて、発達障害に関する各種教育情報の提
供や教員向けの研修講義の配信を行ってい
る。（参 照：http://icedd.nise.go.jp（※発 達
障害教育情報センターホームページへリン
ク））。
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イ 特別支援教育センター
都道府県の特別支援教育センターにおい
て、当該都道府県における特別支援教育関係
職員の研修、障害のある子どもに係る教育相
談、特別支援教育に係る研究・調査等が行わ
れている。

４．社会的及び職業的自立の促進

（１）特別支援学校と関係機関等の連
携・協力による就労支援

障害のある人が、生涯にわたって自立し社
会参加していくためには、企業等への就労を
支援し、職業的な自立を果たすことが重要で
ある。しかしながら、近年、特別支援学校高
等部卒業者の進路を見ると、福祉施設等入所
者の割合が約７割に達する一方で、就職者の
割合は約３割にとどまっているなど、職業自
立を図る上で厳しい状況が続いている。この
背景としては、特別支援学校高等部の整備が
進んできたことや、障害の重度・重複化に伴
う訪問教育対象者の増加などによる高等部在
籍者数の増加の割合に比して、就職者数はほ
ぼ横ばいであるという状況があることなどが
考えられる。
障害者の就労を促進するためには、福祉か
ら雇用に向けた施策を進めると同時に、学校
から雇用に向けた施策を進めるなど、教育、
福祉、医療、労働などの関係機関が一体と
なった施策を講じる必要がある。
このため、文部科学省では、平成２２年６月
に、各都道府県教育委員会等に対し、特別支
援学校就労支援セミナー等労働関係機関等に
おける種々の施策の積極的な活用を促すな
ど、厚生労働省と連携した取組を進めてい
る。
また、特別支援学校と関係機関との連携に
よる職業教育の改善に関する研究に取り組ん
でいる。

（２）高等教育等への就学の支援

障害のある人がその能力・適性等に応じて
高等教育へ進むための機会を拡充するために
は、受験機会の確保、必要な施設・設備の整
備等につき一層の充実を図ることが必要であ
る。
大学入学者選抜については大学入試セン
ター試験や各大学の個別試験において、点
字・拡大文字による出題、筆跡を触って確認
できるレーズライターによる解答、チェック
解答、試験時間の延長、代筆解答の受験上の
配慮がおこなわれている。また、平成25年度
大学入試センター試験（平成25年1月実施）
から、障害のある入学志願者が出願しやすい
よう、希望者に対し、出願前に受験上の配慮
の内容を通知することに取り組んでいる。
学校施設については、障害のある人の円滑
な利用に配慮するため、従来よりスロープ、
エレベーター、手すり、障害者用トイレ等の
整備を進めるとともに、障害のある学生が快
適な学生生活を送れるよう学習支援体制の充
実・強化を図るため、各大学等において教育
上の特別の配慮が行われている。
聴覚障害のある人及び視覚障害のある人の
ための高等教育機関である国立大学法人筑波
技術大学は、障害を補償した教育を通じて、
①幅広い教養と専門的な職業能力を合わせも
つ専門職業人、率先して社会に貢献できる人
材の育成、②障害教育カリキュラム及び障害
補償システムの開発研究等を行っている。
テレビ・ラジオ放送等のメディアを効果的
に活用して、遠隔教育を行っている放送大学
では、昭和６０年に開学して以来、自宅で授業
を受けることができ、障害のある人を含め広
く大学教育を受ける機会を国民に提供してい
る。
なお、障害のある学生に対しては、放送授
業の字幕放送化の推進や単位認定試験におけ
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